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田辺市特別養護老人ホーム整備・運営事業者募集要項

平成22年７月

和歌山県　田辺市　やすらぎ対策課

目　次

１　趣旨　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
２　募集施設の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
３　応募資格　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
４　事業実施の条件等　・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
５　費用助成等について　・・・・・・・・・・・・・・・・　３
６　応募の手続き　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
７　審査（選考）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４
８　今後のスケジュール　・・・・・・・・・・・・・・・・　５
９　問い合わせ先　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５
１　趣旨

　田辺市では、「田辺市長寿プラン2009（計画期間：平成21年度～平成23年度）」に基づき、介護保険サービスに係る基盤整備を推進しています。
　市内には、8箇所333床の特別養護老人ホームが整備されておりますが、年々利用の需要が高まっていることから早急に当該施設の整備拡充を推進することが喫緊の課題となっております。
　また、和歌山県が策定する「第5次和歌山県老人福祉計画及び第4次介護保険事業支援計画（計画期間：平成21年度～平成23年度）」においても、田辺・西牟婁老人福祉圏域の計画期間中の必要整備目標数として50床が設定されています。

　この目標を達成するため、和歌山県が平成23年度において、田辺・西牟婁老人福祉圏域内で特別養護老人ホームの整備を行う事業者を市町村を通じ募集することとなりました。

本募集は、田辺市内における特別養護老人ホームの整備を行うため、田辺市が和歌山県に推薦する事業者を決定するために行うものです。
　
２　募集施設の概要

　特別養護老人ホーム　　　１箇所　　　　　　　　　　50床
　　　　　　　　　　　　　　全室個室・ユニットケアを特徴とする「ユニット型」を

　　　　　　　　　　　　　　優先的に対象とします。

　併設する短期入所生活介護（ショートステイ）　　　　10床以下
３　応募資格
　　

　和歌山県平成23年度老人福祉施設等整備方針及び選定基準の社会福祉法人審査基準に適合し、平成23年度内において施設整備が確実に終了することが見込まれ、かつ田辺市の高齢者保健福祉の向上に寄与することが期待される事業所。
４　事業実施の条件等
（１）事業所の場所について
市内全域を対象とします。ただし地域とのつながりを保つことができる環境であ　　　り住宅地からの距離、交通網等を総合的に勘案して施設の立地条件が適切なものとなること。　　

（２）用地

　　・自己所有または、取得が確実に見込まれること。また借地による場合は、事業の　　　存続に必要な相当長期間の賃借権又は地上権を設定することが見込まれること。

　　・事業計画等について施設予定地の地区代表者（自治会長等）及び近隣住民に対し　　　十分な説明を行うこと。
　　・農地法による農地等開発規制がない用地であること、または規制の解除等が確実と見込まれること。
（３）建物・設備

　　・施設の建設計画は、都市計画法、建築基準法その他関係法令を尊守し必要に応じ　　　関係機関と協議すること。

　　・施設の設備については、「特別養護老人ホーム設備及び運営に関する基準」（平成　　　11年３月31日厚生省第46号）及び「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に係る基準」（平成11年３月31日厚生省令第39号）等の基準を尊守すること。
　　・上・下水道、進入路等が整備又は、整備の見込みが確実であること。

（４）運営

　　・入所者の尊厳に十分配慮するとともに、入所者の意向に沿った安定した質の高い　　　サービスを提供すること。
　　・地域の高齢者の拠り所になるよう、地域との連携に努めること。
　　・職員の確保が確実に見込め、職員の質の向上に積極的であること。
　　・医療機関及び他の介護・福祉サービス提供する者との連携を図ること。

　　

５　費用助成等について
　　施設整備に際して、「開設準備経費助成」及び「介護基盤の緊急整備特別対策補助金」　が予算の範囲内で交付される予定となります。
　　詳しい内容は和歌山県長寿社会課(073-441-2527)にお問い合わせください。

６　応募の手続き

　
　・提出書類　　　平成23年度老人福祉施設等整備施設の選定に係る田辺市推薦事　　　　　　　　　業所指定申請書及び添付書類
　　　　　　　　　（添付書類につきましては、別紙　提出書類一覧のとおりとなります）

　・期　間　　　　平成22年８月２日（月）～平成22年８月13日（金）
　　　　　　　　　　（土曜日、日曜日は除きます）

　・時　間　　　　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで
　・提出場所　　　田辺市湊1619番地の８　田辺市民総合センター

　　　　　　　　　　田辺市保健福祉部　やすらぎ対策課　介護保険係

　　　　　　　　　　TEL　0739－26－4931（直通）

　・提出方法　　　応募申し込み書類を作成し持参してください。（郵送不可）
　・申請に係る注意事項　
　　①応募書類は１部提出してください。（必ず写しを保管してください）
　　②公募に必要な書類に不足・不備がある場合は受付することが出来ませんので　　　ご注意ください。
　　③書類提出後に辞退を希望する場合は、その旨の書面（任意様式）を提出してください。
７　審査（選考）

（１）審査（選考）方法

　　・1事業所を推薦事業所として選定します。

　　・事業所の審査は応募事業者からの申請書等に基づく書類審査により行い、市長が決　　　定します。

　　・公平・公正な審査を行うため、提出された書類等の裏付けや疑問点について応募事　　　業所又は、関係機関に照会するなどの調査を行う場合がありますのであらかじめご　　　了承下さい。
　　・提出された書類に重大な不備や虚偽が認められる場合及び本応募に関して不適切な　　　行為があったと認められる場合、その他事業の遂行に関して重大な疑義が認められ　　　る場合、審査前である時は審査対象外とし、審査後であった時には無効とします。

（２）審査（選考）結果

　　・審査（選考）結果は平成２２年８月中旬（予定）に全ての応募事業所に個別に文章　　　で通知します。
　※今回の審査（選考）は県への事業予定者の推薦者を決定するものであり、県の指定を

　　確約するものでございませんのでご注意下さい。
８　今後のスケジュール
　今後のスケジュールについては、次のとおりですが都合により変更が生じる場合が　　ありますので、あらかじめご了承ください。
　　
　・応募締め切り　　　　　　　平成２２年８月１３日（金）まで

　・事業者審査　　　　　　　　平成２２年８月中旬

　・審査結果通知　　　　　　　平成２２年８月中旬
県との事務手続きスケジュール

　８月中旬　　　市から振興局への整備希望者の推薦
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　振興局での市町村、整備事業所ヒアリング
　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　圏域での整備計画の選定（圏域協議会）

　　　　　　　　　　　↓　

　９月中旬　　　振興局から県本庁への通知

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　県本庁での整備計画の選定

　　　　　　　　　　　↓

１１月～１月　　振興局での市町村、整備事業所ヒアリング（必要に応じ）
　　　　　　　　　　　↓

　４月　　　　　整備事業者へ内示
９　問い合わせ先
　　田辺市保健福祉部　やすらぎ対策課　介護保険係　　担当　西・大江

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0739－26－4931（直通）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　0739－25－3994
PAGE  
- 4 -

